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平成２５年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回スポーツ部会 議事録 

 

１ 日時：平成２５年５月２０日（月） １３時３０分～１５時００分 

 

２ 場所：中央コミュニティセンター５階 講習室１ 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

   横山 清亮委員（部会長）、木頭 信男委員（副部会長）、谷藤 千香委員、 

内山 英昭委員、渡辺 志げ子委員 

（２）事務局 

   小池生活文化スポーツ部長 

吉原市民総務課長、古川市民総務課長補佐、三橋総務係長、矢永主事、 

石垣主事 

   安藤スポーツ振興課長、長谷部スポーツ振興課長補佐、菅野施設係長、 

布施主任主事、川端主任主事 

 

４ 議題： 

（１）千葉アイススケート場における指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価に 

ついて 

（２）千葉アイススケート場の次期指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する 

事項について 

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）千葉アイススケート場における指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価に 

ついて 

 平成２４年度の「指定管理者評価シート」及び過年度の評価結果等を踏まえて作成した

「指定管理者総合評価シート」について、施設所管課より説明の後、意見交換を経て、   

部会としての意見を取りまとめ、決定した。 

 

（２）千葉アイススケート場の次期指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する 

  事項について 

 次期指定管理者の選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について、審議した。 

 

（３）その他 

  今後のスケジュールについて、事務局から説明した。 
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６ 会議経過： 

○司会  委員の皆様におかれましては、本日はお忙しいところ、また、天候の悪い中  

お集りいただきまして、誠にありがとうございます。 

 定刻となりましたので、ただいまより、平成２５年度千葉市市民局指定管理者選定評価

委員会第１回スポーツ部会を開会いたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、市民総務課課長補佐の古川と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、本日の会議でございますが、市の情報公開条例第２５条に基づき公開されて

おります。ただし、会議の途中からは非公開になる予定でございます。なお、現在は傍聴

人の方はいらしておりません。 

本日は、地球温暖化防止の取り組みの一環として、職員は軽装とさせていただいて  

おりますので、ご了承ください。 

 それでは、委員の方のご紹介ですが、お手元の資料２、「千葉市市民局指定管理者選定  

評価委員会スポーツ部会委員名簿」の、５名の委員の皆様でいらっしゃいます。なお、   

昨年度から変更はございませんので、ご紹介は省略させていただきます。 

 続きまして、事務局職員をご紹介いたします。 

 生活文化スポーツ部長の小池でございます。 

 市民総務課長の吉原でございます。 

 スポーツ振興課長の安藤でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、本日の会議の所管部長でございます、生活文化    

スポーツ部長の小池から、ご挨拶申し上げます。 

○生活文化スポーツ部長  生活文化スポーツ部の小池でございます。どうぞよろしく 

お願いいたします。 

 本日は大変お忙しい中、市民局指定管理者選定評価委員会スポーツ部会にご出席   

いただきましてありがとうございます。また、皆様方には、日ごろから市政各般にわたり

ましてご支援・ご協力をいただいておりますこと、この場をおかりいたしまして厚く御礼

を申し上げます。 

 さて、本日ですが、お手元にお配りしております次第に記載のとおり、本部会の対象  

施設のうち、本年度末に指定期間が終了いたします「千葉アイススケート場」、いわゆる 

「アクアリンクちば」、これの施設管理に係る総合評価、並びに次期指定管理者選定に係る

募集条件、審査基準に関する事項について、きょうは審議をお願いするものであります。 

 委員の皆様方には、今まで培ってこられた、その豊富なご経験と高いご見識から、本日

は忌憚のないご意見を賜りますようお願いを申し上げまして、甚だ簡単ですが挨拶と  

させていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会  それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

まず、机の上にございます諮問書の写しと席次表でございます。続きまして資料１、  

「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回スポーツ部会進行表」。資料２、「千葉市   

市民局指定管理者選定評価委員会スポーツ部会委員名簿」。資料３、「スポーツ部会で審議  

する公の施設一覧」。資料４の１から４は、千葉アイススケート場の平成２４年度の、   
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１番が「指定管理者評価シート」、２番が「事業計画書」、３番が「事業報告書」、それから

４番が「財務諸表」でございます。続きまして、資料５の１から２ですが、こちらは千葉

アイススケート場の、１番、「指定管理者総合評価資料」、２番が、「指定管理者総合評価シ

ート」。資料６の１から５、こちらが千葉アイススケート場の、１番が「募集要項（案）」、

２番が「設備・備品等設置業務仕様書（案）」、３番が「管理運営の基準（案）」、４番が「基

本協定書（案）」、５番が「選定基準（案）」、６番が「様式集」となっております。続きま

して資料の７ですが、こちらが「今後の予定について」。 

続きまして参考資料、赤いラベルのほうです。参考資料の１が、こちらが平成１８年度

から２３年度の「千葉アイススケート場指定管理者評価シート」です。参考資料の２が、

「千葉アイススケート場指定管理者中間評価シート」、参考資料の３が、「千葉アイススケ

ート場設置管理条例、管理規則」、４番が、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に

関する条例」、５番が、「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録

の作成等について」、最後になりますが、６番が「部会の設置について」。 

以上ですが、もし不足等ございましたらお知らせください。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○司会  それでは、続きまして、会議の成立についてご報告いたします。本日の出席  

委員は全委員さんの出席となっておりますので、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定

等に関する条例第１０条第２項に基づき、会議は成立しております。 

 では、これより議事に入らせていただきます。 

 これからの議事につきましては、進行を部会長にお願いしたいと存じます。よろしくお

願いいたします。 

○部会長  昨年度に引き続き部会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い

します。 

 それでは、次第に従いまして議事を進行してまいります。ご協力のほど、よろしく   

お願いいたします。 

 まず、最初に確認します。議題２の「募集条件、審査基準等に関する事項について」   

ですが、この議題２については非公開の案件となると思うのですが、いかがでしょうか。 

○市民総務課長  議題２で審議していただきます募集条件、審査基準に関する事項に 

つきましては、今後行います選定に関する内容となりますので、千葉市情報公開条例   

第７条に規定する不開示情報である事務事業執行情報に該当しますので、非公開に該当 

いたします。 

○部会長  よろしいでしょうか。それでは議題２については、非公開とさせていただき

ます。 

 次第に従いまして、議題１「千葉アイススケート場における指定管理者の行った施設の

管理に係る総合評価について」に入らせていただきます。 

まず、スポーツ部会で総合評価について審議するのは、今回が初めてですので、総合  

評価というものについて、事務局からご説明をお願いします。 

○市民総務課長  総合評価の概略について、ご説明いたします。 

 まず、総合評価とは、各年において実施しました年度評価を踏まえ、指定期間の最終  

年度において指定管理者選定委員会にて行うものでありまして、現指定管理者の管理業務

の総括について評価を行うものでございます。 
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 なお、今年度の対象は、「千葉アイススケート場」のみでございます。 

 次に、評価の進め方でございますが、まず、施設所管課より平成２４年度の指定管理者

評価シートについてご説明し、その後に過年度の評価結果等を踏まえ作成しました指定 

管理者総合評価シートについてご説明させていただきます。 

委員の皆様には、まず初めにこの総合評価について、評価の妥当性をご審議いただき 

ます。続いて、サービス水準の向上あるいは業務の効率化などの観点から、次期指定   

管理者の選定に向けてのご意見をいただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございます。 

 ただいまの事務局からのご説明について、何かご質問等はありますでしょうか。    

よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  よろしいでしょうか。それでは、施設所管課からお願いします。 

○スポーツ振興課長  それでは、スポーツ振興課でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、ご説明をさせていただきます。 

 まず、千葉アイススケート場指定管理者の平成２４年度の評価について、ご説明いたし

ます。資料４－１、「平成２４年度指定管理者評価シート」の１ページのほうをご覧いただ

きたいと思います。 

まず、「１ 基本情報」と「２ 管理運営の実績」の「（１）主な実施事業」について

は、ご覧のとおりとなっています。 

次に、「（２）利用状況」の「①利用者数」ですが、平成２４年度、２２万３，１０７

人と、前年度比１３０.７％となっております。これは、震災による被害のため、温浴施設

を約１年間休業していたものが復旧となりまして、利用者数が震災前の水準まで回復した

ものでございます。 

次に、「（３）収支状況」の「①収入実績」ですが、利用料金が計画比１０８.２％、

１，１９９万円の増加となっているほかは、おおむね事業計画どおりとなっております。

また、「②支出実績」も、おおむね事業計画どおりでございます。「③収支実績」は、     

決算額１，９０８万７，０００円、対計画額８３２万６，０００円の増益となって     

おります。 

次に、２ページのほうをご覧ください。 

 「（４）指定管理者が行った処分の件数」から、「（６）情報公開の状況」について

は、ご覧のとおりでございます。 

次に、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」です。 

「（１）指定管理者が行ったアンケート調査の結果」ですが、窓口前でアンケート用紙

を配布し調査を実施したところ、１９７人からの回答をいただきました。「②調査の結果」

ですが、「ア 回答者の属性」の「利用頻度」では、定期的な利用者が８０％となり、    

リピーターが多い状況にあるといえます。また、「ウ 利用料金」では４０.１％、    

「カ レストラン」では３６.６％の方が、「やや不満」または「非常に不満」であると   

いう結果となりました。しかしながら、「キ 総合的な満足度」では８９.３％の方が、  

「非常に満足」または「概ね満足」であるという結果となっております。 
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次に、「③アンケートにより得られた主な意見、苦情とそれへの対応」ですが、     

スケートリンクの利用料金が高いという意見が多く寄せられましたが、関東地区における

他のスケートリンクの貸靴代を含む一般利用料金を調査した結果、本施設のほうが３００

円から５００円程度安くなっております。 

次に３ページをご覧ください。 

「（２）市に寄せられた意見、苦情」ですが、Ｅメールや所管課への来訪により、３件

の意見が寄せられました。 

「③主な意見、苦情とそれへの対応」ですが、アイススレッジ競技団体からの専用利用

料金の減額の要望については、指定管理者と協議の上、所属メンバーの半数以上が障害者

手帳を交付されている場合、一般料金より５割減額とすることといたしました。また、  

スケートリンクでの危険滑走に対する苦情については、指定管理者へ指示を行い注意を 

徹底するほか、関係競技団体の指導者・コーチに協力を要請いたしました。 

次に、「４ 指定管理者による自己評価」ですが、管理運営全般について「良好」と     

なっております。  

次に、「５ 市による評価」ですが、評価を「Ａ」としております。理由ですが、温浴

施設とレストランの約１年間の長期休業後の運営であったにもかかわらず、震災前と同水

準の利用人数となった点や、「利用料金の設定」、「利用料金の減免」、「利用料金の割引」、

「利用促進のための広報活動」、「利用料金収入・収支」について、仕様・事業計画を       

超える実績・成果が認められる点や、その他の管理運営については、おおむね仕様・事業

計画どおりの実績・成果となったことなどを評価したものでございます。 

次に、履行状況の確認ですが、ほとんどの項目で２と評価しておりますので、３と評価  

した項目をご説明させていただきます。 

４ページをご覧ください。 

上から４番目の「利用料金の設定」ですが、これは、施設利用者への駐車料金無料化や、

他のスポーツ施設に先駆けて高齢者の割引料金の設定を行い、継続していることを評価し

たものです。 

次に、「利用料金の減免」ですが、これは、新たに障害者スポーツ競技団体への５割減額

を開始したことを評価したものでございます。 

次に、「利用料金の割引」ですが、これは、リピーター獲得のため、定期券・回数券を

販売しているほか、新規利用者獲得のため、新聞販売販促品への無料券の提供や、割引ク

ーポンサイトを利用した販売を実施したことを評価したものです。 

次に、「利用促進のための広報活動」でございますが、これは、ホームページの運営や

パンフレットの配布のほかに、最寄駅から本施設まで運行しているバスに対し、施設ＰＲ

のためのラッピング広告を実施・継続していることを評価したものでございます。 

最後に、「利用料金収入は計画どおりか」についてでございます。これは、利用料金収

入が計画比１０８.２％となったことを評価したものでございます。 

以上、２３項目の評価の平均点でございますが、２．２点となっております。 

続いて、千葉アイススケート場指定管理者の総合評価について、説明に入らせていただ

きます。資料５－１、「指定管理者総合評価資料」をご覧いただきたいと思います。 

「１ 基本情報」と「２ 管理運営の状況」の「（１）業務の概要」につきましては、

ご覧のとおりとなっております。 
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次に、「（２）利用状況」の「①利用者数」ですが、指定期間当初の平成１７年度から

の推移について表にまとめております。なお、２２年度以降、数字が二段書きになってお

りますけれども、カッコ内の数値につきましては、表の下の注意書きのとおりでありまし

て、２１年度以前の集計方法で算出したものを併記しております。表からは、利用者数合

計（Ａ）が指定期間当初に設定した計画数（Ｂ）を、震災被害の影響を多く受けた２３年

度を抜き上回っております。利用計画を超える実績成果が認められるといったところでご

ざいます。 

次に、「３ 利用者意見への対応状況」ですが、表にありますように、その都度改善が

図られるよう、対応しております。 

２枚目をご覧ください。まず、「４ 収支状況」の「（１）過年度の収入・支出状況」

についてでございます。一番最後の行の収支のところをご覧いただきたいと思います。そ

こにございますとおり、震災被害による影響で、平成２２年度に赤字となったものの、一

番右下の過年度合計で、収支は２億３，２９２万５，０００円と、黒字となっているとこ

ろでございます。 

その下、「（２）管理経費の縮減に係る取組み」につきましては、ご覧のとおりでござ

います。 

次に、資料５－２、「指定管理者総合評価シート」の１ページをご覧いただきたいと思

います。 

「１ 基本情報」については、ご覧のとおりとなっております。 

次に、「２ 総合評価」の「（１）過年度の管理運営業務に対する評価」ですが、評価

をＳとしたものについて説明をいたします。 

まず、「（１）施設・設備の貸出方法」につきましては、全館年中無休の２４時間営業

を行っている点や、利用状況と利用者の要望に沿って利用時間を設定するなどの取り組み

を考慮し、評価をＳとしたところでございます。 

次に、「（３）利用料金」につきましては、施設利用者への駐車料金を無料にしている

点、高齢者に配慮した料金設定を設けている点、回数券や定期券の発行による割引、新規

利用者獲得のための割引クーポンサイト等を活用した点等を考えまして、Ｓとしたところ

でございます。 

２ページをご覧ください。 

下のほうでございますが、評価項目、「４ 管理経費の縮減」の「（２）収入見積の妥

当性」につきましては、市民サービスを向上させながら、利用料金収入と自主事業収入が

提案を大きく超える額を確保している点などを考慮いたしまして、評価をＳといたしまし

た。 

最後に、総合評価については、一部で事業計画を超える実績、成果が得られております

が、総合的に全体としては、概ね仕様・提案どおりの内容を履行しているため、評価を「Ａ」

としたところでございます。 

２４年度評価と総合評価の説明は、以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、所管から一通りご説明をいただき、千葉アイススケート場の総合評価につき

まして、評価案が示されていますが、まず初めに、この市当局の作成した評価の妥当性に

ついて、委員の皆様からご意見を伺いたいと思います。 
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 ご質問を含めて、何かございましたらお願いします。 

○委員  意見じゃなくて、質問でよろしいですか。 

○部会長  はい、どうぞ。 

○委員  こちらの指定管理者、株式会社パティネレジャーという会社は、事業としては、

この事業単独でやっているんですか。それとも、別の事業があって、副業としてこれをや

っているんですか。 

○スポーツ振興課長  パティネレジャーにつきましては、この施設の管理、専属という

ことではございません。全国でいろいろな、例えば NHK 杯ですとか、そんな大会が各体育

館で開かれておりまして、そういったところの氷の管理ですとか、それにまつわる製品の

販売、これが主でございまして、施設管理のほうは従というような形でやっております。 

 以上でございます。 

○委員  それで、この施設の指定管理事業者の業績を拝見している限り、かなり黒字が

出ておりますね。この黒字は、どのような形で処分しておられるのですか。 

 黒字というのは、利益ですね。この利益って、どういう形で処分されておられるのです

か。 

○スポーツ振興課長  こちらの利益につきましては、単純にパティネレジャーの収益と

なっております。 

○委員  一部、たしか配当という形で、市に入れているケースもあると思ったんですが、

そういうことはやられていないですか。 

○スポーツ振興課長  我々の所管しております施設の中で、千葉市民ゴルフ場がござい

ます。こちらにつきましては、指定管理者の公募の際に、総収入の１０％ということで納

付するというような指定管理者から提案をいただきまして市に納付金がございますが、こ

のアクアリンクにつきましては、当初、指定管理の契約を結んだ際に、そういった項目は

なかったものですから、黒字額につきましては、全て同社の収益というふうにされており

ます。 

○委員  じゃあ、提案ですけれども、次の契約更改のときになるか、あるいは指定管理

者がチェンジになるかわかりませんけれども、こういうような利益の出ているところでし

たら、施設でしたら、市への配当も可能なんじゃないかなと考えます。 

○部会長  それは、次の議題になりますかね。 

○委員  そうですね。 

○部会長  じゃあ、そのときでよろしいですか。 

○委員  そうですね。 

○部会長  どうですか。事務局も、それでよろしいですか。 

○スポーツ振興課長  はい。 

○部会長  意見交換の機会ですので、委員の皆様、積極的にご発言いただけるとありが

たいんですが。 

○委員  ２４年度のほうも、それから総合のほうも、どちらもだと思うんですが、その

利用料金に関して、いい評価になっているというところで。それで…。 

○部会長  資料４ですかね。 

○委員  ４－１もそうですし、５のほうがよろしいですよね、５－２。 

○部会長  ５－２と４－１ですか。お願いします。 
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○委員  どちらも、総合のほうも２４年でもですが、市民からの意見としては「高い」

というのが、データとしては、意見としてはあったと。それで、ほかと比べると決して高

くはないんだということで、こういう評価になっているんだと思うんですが。値段に関し

ては、いろいろなものをひっくるめての値段ですので、やはり、使う側が納得するという

のは、すごく重要なポイントではないだろうかと思います。周りに比べて安いからいいと

いうのではなくて、それは施設だけのことになってしまうので、いろんなサービスも含め

ての値段ですから、市民が納得がいくかどうかというのは、もちろん他に比べて高いとか

安いとかというのは感覚としては出てくると思いますが、サービスに対してどうだという

ことも入ってくるかと思いますので、こういう意見があるにもかかわらず、評価が、悪く

しろというつもりはないんですけど、いい評価にまでなってしまうというのは、利用者側

の意見をちょっと反映していないなという気がしますので、ここは２とかＡとかでいいん

じゃないかなというふうに感じました。 

○部会長  ご意見ということですかね。 

○委員  はい。 

○部会長  はい。わかりました。 

 ちょっと関連して、私からよろしいでしょうか。 

 今、おっしゃられたことと全く同様なんですけれども、市民の側とギャップが生じてい

ることは間違いないと思うんですね。それに関して何か指定管理者、あるいは市の側で、

そのギャップを埋める努力というか方策というか、それをとっているんだろうかを教えて

いただきたいんですけれども。お願いします。特になければ、特にないでいいんですけれ

ども。利用料金について説明するとか、市民に対してなされているのかどうか。お願いし

ます。 

○スポーツ振興課長  確かにギャップは若干あるというふうな感じなんですが、取り組

みといたしましては、割引クーポンサイトをやったり、そういった取り組みをしていると

いうことでございます。 

 条例の中では、利用料金、１，４００円という条例の設定をさせていただいたところで

ございますが、指定管理者のほうの提案によりまして滑走につきましては１,０００円とい

う形でのご提案をいただいております。条例の上では、相当、金額を低く設定していると

いうところで、指定管理者はそれなりに努力をしているのではないかというのはあります。 

○部会長  確認ですけど、条例は別に、下限定めているわけじゃないんですね。下げる

分には構わないと。 

○スポーツ振興課長  はい。 

○部会長  わかりました。すみません。 

 どうぞ。 

○委員  現在の状況で、かなり利益が上がっているという状況で、それが市のほうに  

バックされないということであったならば、やっぱり、もっと値下げできる要素はあるか

なと思うんですね。値下げすることによって、利用者の利便性が高まるんでしたら値下げ

の方向も考えていいんじゃないかと考えます。 

○部会長  ご意見。 

○委員  意見。 

○部会長  わかりました。 
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 ほかにいかがでしょうか。 

 委員さん、いかがですか。 

○委員  料金が高いということで。これだけ儲けて千葉市に入っていないというのなら、

料金を下げてやればいんじゃないかなと思って。 

 今は利用者が結構いらっしゃいますけど、これが先行きがわかっていないじゃないです

か、今のところ。利用者は今のところ増えているけど、これが、何でもそうですけれど、

未来永劫ずっと続くようなわけにいかないと思うんだ。なので、少しでも料金を下げて。

他市と比べて安いということはわかっていても、もうちょっと。これを不満と見ている人

は、ほとんど多いんじゃないかな。料金が高いという不満は。 

 だから、その辺を踏まえて考えていただければ、これだけ利益が出たということになれ

ば、少しでも下げてお客をもうちょっと増やすとかという。そういうことも考えていただ

ければなと思うんです。 

 以上です。 

○部会長  すみません。今、出た、利用者の利用状況なんですけど、５－１、ちょっと

数字の見方がよくわからないんですけれども。５－１の数字がね。 

 ２２年度以降、二段で数字が書いてあるんですけれども、基準が、前の基準と新しい基

準で書いてありますけれど、下のほうの数字で見ると、結構横ばい的な感じでしょうかね。

過去何年か、８年間通じて、そんなにかわっていないですね。あるいは、温浴施設の場合

は、ちょっと減っているんですね。そういう傾向というふうに理解してよろしいんでしょ

うか。 

○スポーツ振興課長  そのとおりでございます。温浴施設のほうは、やや低下傾向。あ

とスケート場のほう、両者の合計はほぼ横ばいということで、数値のほうはご覧いただけ

ればよろしいかと思っております。 

○部会長  それで、一つ目の質問なんですけれども、理由とかは、何か把握されている

んですか。原因とか。余り伸びない原因とか。あるいは、その温浴施設が減っていくとい

う、原因分析をされているか。 

○スポーツ振興課長  特に理由についてモニタリングをしたり、利用者からのアンケー

ト等はございません。推測になってしまいますので、これは差し控えたいと思います。 

○部会長  わかりました。ありがとうございます。 

 委員さん、何かご意見等ありますでしょうか。 

○委員  ありません。 

○部会長  今、出ましたご意見ですが、市の評価されている料金のことに関して、３と

いうのはちょっと良過ぎるんじゃないかという、そんなご意見がありました。 

 ほかいかがでしょうかね。ご質問、あるいはご意見をいただければと思います。 

総合評価のほうを重点的にという話を伺いましたけれども、５－２の資料ですね。やは

り、利用料金のところがＳというか良い評価。 

 あるいは、その総合評価という管理経費から原則、その収入見積もりの妥当性というと

ころに関して、委員のほうからご異論じゃないですけれども、どうなんでしょうという。

どうなんでしょうかね。 

 ただ、これは総合的な評価としてはＡという。総合をＡとすることに何か影響が生じる

と思いますか。総合Ａとして。 
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○委員  まあ大体、よく管理をしている管理者は、ほとんどＡをとっていますから、  

特にそれで問題はないと思いますけれども。 

○部会長  はい。じゃあ、総合評価としては変わらないと。通年とあと単年という、   

こういう状況ですけれども。 

 ご意見ありますでしょうか。 

 下げると、今度はＢになりますから。ちょっとそれはきついかなと。 

 委員、何か意見は。 

○委員  何か前も同じような話をした気がするんですけど、これ、市の評価をどうだと

いう話ではなく、それに対しての意見を言うんですよね、ここでは。 

○部会長  そうですね。直接、評価をするんじゃなくて、その評価に対する評価。 

○委員  そうですね。それで、例えば２４年度のところで意見というところであれば、

その利用料金に対する市民の不満は、そこまで強いものじゃないかもしれないですけど、

それに対する何かしらの手だてをしてほしいとか、そういう形で。それを改善するような

形で、今後、選定したらいいとか、そういう意見も載せてもらえればいいかなというふう

に思います。 

○部会長  附帯意見をつけられるんですか。大丈夫ですか。じゃあ、附帯意見をつける

ことは可能なようですので。意見としては、ごめんなさい。委員、意見としておっしゃっ

ていただけると、一番、まとめやすくてありがたい。 

○委員  利用料金に対する利用者の不満改善措置を考えてほしい。 

 すみません。最後、口語になってしまってすみません。 

○部会長  趣旨としては、そんな感じでよろしいのですよね。ありがとうございます。 

○委員  要するに、料金そのものというよりも、市民の声に何か対処して欲しいという

ことです。 

○部会長  こういう体制だと、ずっと毎年不満が出てくる状況ですね。それに対して、

毎年、市はいい評価を下しているという、そういう、何かずっと平行線をたどっているよ

うな。何か、やっぱり不満解消というか、策は講じたほうがいいかなとは、個人的にも思

います。 

○委員  委員さんの意見に対しては、今後の、これからの議題２のところで反映してい

ただければと思います。 

○部会長  それは、ちょっと先にしちゃいますけど、次期以降は盛り込んでいるんです

よね、利益還元については。 

○スポーツ振興課長  はい。 

○部会長  そうしますと、ほかにご意見、特にないでしょうかね。 

○委員  やはり料金の部分ですね。 

○部会長  今、委員の皆さんからご意見をいただきましたけれども、お伺いしました意

見、総合しますと、報告に関しては、Ａ評価ということでよろしいでしょうか。特にご異

論はありませんか。 

（異議なし） 

○部会長  附帯意見として、先ほどの料金についての利用者の不満等を改善する措置を

検討されたいという。これは指定管理者に対してですね。そういう附帯意見をつけたいと

思います。よろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

○部会長  次に、施設のサービスの向上、あるいは業務の効率化などの観点から、次期

指定管理者の選定に向けてのご意見をいただきたいと思います。 

 委員の皆さんから忌憚のないご意見をいただきたいと思いますが、何かございましたら

お願いいたします。 

 先ほど、委員がおっしゃったことと、一部重なるのではないでしょうかね。基準の話が

主だと思いますけれども。 

○委員  先ほど委員が言われた、次期選考条件にある程度の、会社の資産の問題が結構

出てくると思うんですね。それって、委員に、私がちらっと見てもよくわからないので、

それでちょっと説明していただければなと思うんですが。 

○委員  財産部分、財務諸表が、どこでしたっけ。 

○部会長  議題がずれちゃいますかね。その話をしちゃうと。 

○委員  ずれちゃいますかね。 

○部会長  施設のサービスの向上とか、あるいは料金の取扱いに関して、次期に向けて

ご意見をいただきたいということなんですね。 

 利用者目線で、何かお話をいただければいいんじゃないかなと思うんですけれども。 

○委員  アイススケート場というのは、比較的、競争相手が地域的になくて、割合、収

益が多くなるような場所にあると思うんです。ですから、やはり千葉市民ゴルフ場と同じ

ような形で、ある程度、市へのバックアップ、市への配当も検討していいのではないかと

いうふうに考えます。 

○部会長  ほかに、サービスの向上であるとか、業務の効率化に関して、ご意見をいた

だければと思います。何かございませんか。 

 私、申し上げると、やはり利用者数がちょっと横ばいだということについて、若干マン

ネリ化しているのかもしれませんし、どうしてもこういう公の施設では、知っている人は

使うけれど、知らない人は本当にやらないということがあろうかと思いますので、その辺

で、もうちょっと市民に広く知っていただくような努力をされたほうがいいんではないか

なという気はします。それは意見ですので。 

○委員  総合評価資料のところで、稼働率、対象施設なしというふうになっているんで

すけど、この利用者数が横ばいというところを、どういうふうに捉えたらいいのでしょう

か。もう目いっぱいで横ばいですという話なのか、もうちょっと可能性があるのかという

ところが、なかなか数字だけを見てもよくわからなくて。ただ、施設の稼働率というのは、

使っていますよという話だけですとあまり意味がないので、目標値とかを入れるとかです

ね。そうすると指定管理者側の判断で、もっと入るはずだという目標値とあわせて利用者

数というのが出ていると、何がどれぐらいという推移が見えやすくなるかなというふうな。

要は、この数字が、可能性がもういっぱいいっぱいの数字なのか、もうちょっと可能性が

あるのかというのが見えやすくなるかなという気がするので、何か目標値みたいなものが

あるといいかなというふうに思います。 

○部会長  先ほど私が伺ったことと一部重なっていますけれども、ポテンシャルについ

て、データがおありなのか。 

○スポーツ振興課長  ポテンシャル、個人利用の施設でございますので、どれだけがマ

ックスなのかというのは、ちょっと出せないところではあるのですが、まだまだ努力によ
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って利用者数を増やせるのかなと。 

 数字で申し上げますと、平成１７年度をご覧いただきたいのですが。 

○部会長  表は５－１。 

○スポーツ振興課長  ５－１ですね。５－１の利用状況、平成１７年度の利用者数、こ

ちらは１１万９，０００人となっています。これが、１０月２３日から始まりまして翌年

の３月３１日までという期間でこれだけの集客をしておりますので、そういった意味から

考えますと、今の現状の年間１８万６，０００人というものよりも、もう少し上積みがで

きるはずだというふうに思っています。 

○委員  このスケート場の、営業時間の延長とかそういう方法は、どういうことが考え

られるんですか。 

○スポーツ振興課長  営業時間は、年中無休で２４時間営業でやっております。 

○部会長  真夜中も結構利用されているんですよね。団体で利用されるんですかね。 

○スポーツ振興課長  専用利用時間ということで、主に団体利用、アイスホッケーです

とか、チームの利用に供しています。 

○部会長  夜間の稼働率なんて、わかりますか。資料がなければ結構ですけれども。な

ければそれで。 

○スポーツ振興課長  すみません、ないです。 

○委員  もし値段を若干下げれば、利用者数が増えるということは考えられるんですか。 

○スポーツ振興課長  料金と利用者の直接の相関関係、これも推測になってしまいます

ので何とも申し上げられないのですが、取り組みとしてある一定の料金の割引により集客

をするということもあり得るというふうには考えています。 

○部会長  ほかに何かご意見、あるいはご質問ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。何かご意見があれば。 

 先ほど私が申し上げた、この利用者数の向上に向けて改善を図られたいというか、考え

ていただきたいというような。 

○委員  そうですね、それしかないですね。 

○部会長  ということで、ほかに何か。よろしいですか。 

（なし） 

○部会長  先ほどの委員がおっしゃられた件も含めて意見としたいと思いますが、１点

目、利益が生じた場合の、市の還元について検討していただきたいということと、利用者

数が横ばいである、広く市民に施設を周知して利用者の増加を図られたいと、その２点、

当部会の意見としてお出ししたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（異議なし） 

○部会長  今の趣旨を踏まえて、また最終的に成案に関しては、部会長の私と、事務局

と調整して意見をまとめていくということで、ご一任いただければと思います。 

 最終的に、本部会での委員の皆様から示されました意見につきましては、次期指定管理

者の選定の際に十分に反映していただきたいと思います。 

 以上で、指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての審議を終了します。 

 次に、議題２に入ります。募集条件、審査基準等に関する事項に移ります。 

 傍聴人の方におかれましては、恐れいりますがこれでご退席願います。 

 傍聴人はいらしておりませんので、このまま続けます。 
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 では、所管のほうからご説明お願いします。 

○スポーツ振興課長  引き続き、スポーツ振興課でございます。 

 それでは、アイススケート場の次期指定管理者の募集条件、選定基準等について、ご説

明を申し上げます。 

 本来であれば、先ほどいただきました、次期指定管理者の選定に向けてのご意見を反映

した上で、募集条件、選定基準等を作成いたしまして、後日ご審議いただくのが通例とな

っておりますけれども、選定された次期指定管理者が設備・備品等を調達する期間の確保

のため、早急に公募を行う必要があったということから、本日、先ほど総合評価でいただ

いたご意見を踏まえまして、ご審議をいただくものでございます。 

 それでは資料６－１、「千葉アイススケート場指定管理者募集要項（案）」から、主な

点についてご説明をいたします。 

 初めに、３ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

「３ 公募の概要」の「（２）指定期間」ですが、平成２６年４月１日から平成３６年

３月３１日までの１０年間としております。理由ですが、本公募では、選定された指定管

理者が自らの資金により、アイススケート場に使用する冷凍設備などの設備・備品等につ

いて、設置や維持管理を行う必要があることから、その費用負担を十分償却できる指定期

間として、１０年間といたしたものでございます。 

「（４）選定の手順」ですが、公募から選定までの手順についてまとめております。事

務局は今後、７月に予定されております第２回スポーツ部会での次期指定管理者の選定に

向けて、募集要項等の発表・配布を５月２７日に行った後、説明会と現地見学会の開催、

質問の受付・回答、応募の受付、失格者への通知を行います。 

続きまして、１４ページをお開きください。 

「９ 経理に関する事項」でございますが、本施設につきましては、利用者が支払う利

用料金を指定管理者の収入とできる、利用料金制度を継続して実施いたします。このため、

「（１）指定管理者の収入として見込まれるもの」につきましては、「ア 利用料金収入」

と「イ 自主事業による収入」となります。 

「ア 利用料金収入」ですが、指定管理者が、設置管理条例で規定する額の範囲内で、

市長の承認を得て定めることができます。「イ 自主事業による収入」ですが、「管理運

営の基準（案）」に示す条件のもと、指定管理者が自ら興業の企画・誘致、飲食・物販事

業などの自主事業を行うことにより収入を得られます。本施設では現在、軽食レストラン

として活用している多目的室での企画等につきましても、この自主事業の扱いとなってお

ります。 

なお、「【補足１】指定管理委託料」ですが、本施設では現在までの収支実績から、利

用料金収入と自主事業収入のみで管理運営が十分可能であると判断できるため、市は指定

管理委託料を支払わないものといたしました。 

また、「【補足２】自動販売機設置に伴う収入について」ですが、平成２６年３月３１

日までの指定期間までは、指定管理者の収入といたしておりましたが、平成２６年４月１

日以降は、市の公募貸付による自動販売機設置を行うため、指定管理者の収入になりませ

ん。 

次に、１５ページをご覧ください。 

「（４）利益の還元について」ですが、市の方針によりまして、平成２３年度以降の指
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定管理者募集からは、公募時から、市があらかじめ条件として提示することとなりました。

本公募では、各年度において、全ての収入額の１０％に相当する額を超える利益が生じた

場合は、その超えた金額の２分の１を市に利益還元するよう記載しております。 

次に、１８ページをご覧ください。 

○部会長  ちょっと待ってください、そこ、よろしいですか。 

 ここは、先ほど委員が言われたんですけど、問題は解消するということでよろしいです

か。 

○スポーツ振興課長  そのとおりでございます。 

○部会長  すみません、お願いします。 

○スポーツ振興課長  次に１８ページでございます。 

「（２）使用時間に関する提案」と「（３）利用料金及び減免に関する提案」ですが、

市民サービスの向上を図るため、条例に基づき「管理運営の基準（案）」で定める基準の

ほか、現在の指定管理者の提案による使用時間、利用料金、減免も参考として記載してご

ざいます。 

「（４）施設の利用促進に関する提案」でございますけれども、こちらも市民サービス

向上を図るため、「管理運営の基準（案）」で定める基準のほか、広報、プロモーション

活動、新規施設利用者獲得などの具体的方策があれば提案するように記載してございます。 

１９ページをご覧ください。 

「（５）市が支出する維持管理経費の縮減に関する提案」です。市が支払う維持管理経

費の節減のため、今後市が支払うことが見込まれる「管理運営の基準（案）」で定める１

件当たり１００万円を超える修繕費用などについて、具体的な方策があれば提案するよう

に記載しております。 

「（６）プロスポーツ団体との連携、トップレベルの競技大会の開催に関する提案」と

「（７）アイススケート競技の普及に関する提案」ですが、こちらにつきましては、千葉

市スポーツ振興計画の推進のため、具体的な方策があれば提案するように記載してござい

ます。 

「（８）ネーミングライツ導入への協力に関する提案」ですが、ネーミングライツ導入

について、「管理運営の基準（案）」で定める協力のほか、指定管理者として提供できる

ネーミングライツパートナーに対する特典提供などの具体的な提案があれば、提案するよ

うに記載してございます。 

「（９）設備・備品等の設置（更新）に伴う休業について」でございますけれども、申

請者が収支予算書を作成するに当たり、設備・備品等の設置等に関する事項について条件

を記載しております。 

理由ですが、既存の設備・備品等を継続使用する場合において、故障による設備の入れ

かえリスクを想定する必要性を考慮したこと、並びに設備・備品等の新規設置を提案する

者と、既存の設備・備品等の継続使用を提案する者との間で、提案される収支予算書の金

額に大きな差が生じる恐れがあることを考慮したものでございます。 

続きまして、資料６－２、「設備・備品等設置業務仕様書（案）」、資料６－３、「管

理運営の基準（案）」、資料６－４、「基本協定書（案）」につきましては、時間もござ

いませんので、説明を省略させていただきます。 

続きまして、資料６－５をご覧いただきたいと思います。「指定管理予定候補者選定基
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準（案）」について、ご説明を申し上げます。 

初めに、１ページのほうをご覧ください。「１ 審査方式」の「（１）応募資格の確認

審査」ですが、提案書を含む応募書類により、本書３ページ、「２ 応募資格の確認審査

の方法」に基づき、各申請者が応募資格を満たしているか事務局が確認した上で、各委員

の皆様へご報告をいたします。 

「（２）最優秀提案の選定」の「ア 提案内容の審査」ですが、提案書を含む応募書類

の記述内容について、本書の採点基準に基づきまして、各委員の皆様に評価と採点を行っ

ていただくほか、一部の審査項目につきましては、事務局で機械的に採点した上で、各委

員の皆様へご報告をいたします。 

また、採点された点数は、審査項目ごとに平均値を算定した後、合計して総得点を算出

いたします。なお、総得点が最も高い提案が複数あるときは、重要な審査項目の合計が高

い提案を最優秀提案といたします。 

次に、４ページをご覧ください。 

「３ 提案内容の審査の方法」の「（１）審査の方法」の「イ 審査における配点割合」

ですが、各審査項目に原則として５点を配点するほか、重要な審査項目につきましては、

１０点を配点いたします。１０点を配点した重要な各審査項目ですが、以下のようにまと

めてあります。 

まず、「同種の施設の管理実績」です。こちらにつきましては、室内アイススケート場

と温浴施設の管理運営を行うに当たりまして、経験に基づく専門的能力やノウハウがある

かが、安定した施設管理を図る上で重要であるためでございます。 

次に、「団体の経営及び財務状況」です。指定管理者が、設備・備品等の設置や更新費

用を自ら支出することや、１０年間という長期の指定期間中、安定した施設管理を図るこ

とが重要であります。 

次に、５ページでございます。 

一番上でございます。「使用時間、休館日の考え方」、二段目の「利用料金の設定及び

減免の考え方」、三段目の「施設利用者への支援計画」でございますが、いずれも市民サ

ービスの向上を図る上で重要であります。 

四段目の「施設の利用促進の方策」ですが、千葉市スポーツ振興計画において、スポー

ツ・レクリエーションの機会の確保・拡大を図ることが示されていることや、本施設の新

規利用者の割合が少ないという結果から、重要な項目としています。 

五段目の「自主事業の効果的な実施」ですが、自主事業を通じて本施設本来の機能・役

割を高めたり、新たな市民サービスを創造することも可能なことから、市民サービスの向

上を図る上で重要であります。 

六段目の「多目的室の企画」でございますが、多目的室を利用した企画により、新たな

市民サービスを創造できることから、重要な項目でございます。 

次に、６ページをご覧ください。 

表の一番上でございます。「市の維持管理経費を縮減する方策」についてですが、本施

設がオープンから７年６カ月を経過していることや、潮風による塩害などにより、今後、

修繕費などが増大することが見込まれております。市が支払う維持管理経費の節減を図る

上で重要な項目となっております。 

次の表の一段目、「プロスポーツ・団体との連携、トップレベルの競技大会の開催」、
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二段目の「アイススケート競技の普及の方策」ですが、いずれもスポーツ振興を図る上で

重要な項目でございます。 

その下でございますが、「ウ 評価項目における採点の方法について」です。一部の審

査項目を除きまして、次のページの基準表に基づきまして、各委員の皆様が優・良・可・

不可の４段階の評価を行っていただき、採点をいたします。 

「エ 一部の審査項目の採点方法」ですが、以下に掲げております（ア）から（オ）ま

での審査項目につきましては、提案書を含む応募書類により、機械的に採点される項目と

なっております。このため、事務局が採点を行い、各委員の皆様へご報告をいたします。 

「（２）採点基準」ですが、以下、各審査項目の評価の基準、配点、該当する提案書様

式番号について記載しております。 

なお、審査における留意事項を２点申し上げます。まず１点目は、９ページでございま

す。一段目にございます、「設備・備品等の設置業務」ですが、指定管理者が設置する設

備・備品等に関しまして、設備・備品等を新規に設置する者と既存設備の継続使用を提案

する者のどちらか一方が有利となるような審査は行わないように、公平性確保の観点から

お願いしたいと思います。 

２点目でございますが、１０ページでございます。３段目の「収入支出見積の妥当性」

についてです。こちらにつきましては、あくまでも見積もりの妥当性を審査していただき

たく思っておりまして、利益の金額などに基づく評価をされないよう、お願いをいたしま

す。 

各審査項目の一覧表につきましては、１２ページのほうに掲載してございますので、ご

覧をいただきたいと思います。 

最後に、資料６－６、様式集の１ページをご覧ください。 

申請者には、千葉アイススケート場管理規則様式第２０号で定める、指定管理者指定申

請書のほか、この様式集で定める各種添付書類と提案書一式を提出していただくようにな

っております。 

以上、私からの説明でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、所管からの説明をいただきましたが、募集条件や審査基準等に関して、ご質

問も含めて何かご意見ございますでしょうか。 

 委員、先ほどおっしゃられたこと、利益還元については、何か。 

○委員  一応、その利益還元に関しては、あまりそれを優先しないほうがいいと思いま

す。あくまでも利用者にとってリーズナブルな値段を利用料金に設定するということに重

点を置いて、結果として、こういうふうな利益が出るというのは、配当で還元するという

形がいいと思います。 

○部会長  採点のあり方についてご意見ですね。 

○委員  そうでございます。 

○部会長  わかりました。 

○委員  それからちょっと一つ。様式集、資料６－６なんですけれども、この５番目の

指定申請の日に属する事業年度以前に設立されている法人その他の団体の場合は、これは

法律にならえば、申告書の写しを添付してもらうと一番判断しやすいですね。というのは、

私、千葉市民ゴルフ場の指定管理者である京葉カントリー倶楽部の申告書類を実際に拝見
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しておりますので、それは可能なのじゃないかなと思います。 

○部会長  ご意見として、その添付資料ですけれども、要するに納税のために使う申告

書。 

○委員  そうです。 

○部会長  であれば、客観性が、ある程度担保できるんじゃないかと。そういうことで

すかね。 

○委員  そうです。 

○部会長  そういうものを添付していただきたいという、そういうご意見でしょうか。 

 ちょっと私のほうから。以前に委員が、もうちょっと何か細かいものを出してほしいと

いうご意見があったと思いますけれど、また別の区の話でしたけれども、そういうご意見

とはまた別ですか。 

○委員  そうです。 

○部会長  これは、税務の申告書だけなんですね。求めているものが出てくるというの

は。 

○委員  そうですね。 

○部会長  わかりました。 

 それは、どうなんでしょう。事務局として、対応の可能性ってあるんですか。 

○委員  一つ、例が、先日やりましたので可能だと思うんですが。 

○スポーツ振興課長  確認をしたいと思います。 

○部会長  新たに出してちょうだいと言えば、可能だとは思うんですけれども。 

○委員  そうですね。そういうことになりますね。 

○部会長  条例等との関係もあろうかと思いますので。ご意見としては、そういうふう

に承りたいと思います。 

 ほかにありますでしょうか。 

 私と委員以外で、選定されたことがある委員って、いらっしゃいますか。この指定管理

者の選定をされたことってありますか。 

○委員  ええ、一回だけ。前回は、どこだっけかな。ポートアリーナか。 

○部会長  そうですか。委員は。 

○委員  はい。 

○部会長  じゃあ、仕組みはご存じですね。 

○委員  今回の参加業者を線引きする段階で、何社ぐらいの応募がありましたか。ちょ

っとその実績を聞きたいですけど。 

○部会長  前回ですかね。 

○スポーツ振興課長  前回は４社の申請がございまして、書類審査の段階で２社が失格

となりました。この２社の提案を採点してということで、１社に決定したということでご

ざいます。全体としては４社です。 

○部会長  すみません。私、以前に伺ったところによると、その２社が合併して、今、

この会社になっているという、あれですけど、そうですか。 

○スポーツ振興課長  前回の指定管理者の選定によって２社が残りまして、その２社で、

具体的にいいますとレジャーインダストリーとパティネ商会という２社が残りました。指

定管理者はレジャーインダストリーに決定したわけですが、その後、合併をいたしまして
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パティネレジャーという会社になっています。そこにお願いしています。 

○委員  その経緯をお聞きすると、あまり指定管理者への希望者が多く存在することは

望めないというような状況ですかね。 

○スポーツ振興課長  アイススケート場自体が、なかなか特殊な施設でございます。ま

た、温浴施設も併設していこうということで、管理の実績等も問われるところでございま

すので、あまりたくさんの業者が存在しているということではないものですから、多くの

参加が見込まれるということではないと思います。 

○部会長  すみません。仮に１社でも評価するんですよね。 

○スポーツ振興課長  はい、１社でも評価いたします。 

○委員  書類上落ちたという表現でいいかわからないですけど、二つというのはどうい

う形でしょうか。そういうふうにおっしゃいませんでしたっけ。 

○スポーツ振興課  はい、前回。 

○委員  書類で落ちたというのは、どういうことですか。 

○スポーツ振興課長  書類で、管理実績に関する資格を、かなり厳しく調べましたので、

その実績の有無のところで失格となったということでございます。 

○委員  それは、応募する段階でわかっているのに出してきたということですか。 

○スポーツ振興課長  あらかじめこちらのほうで提示したにもかかわらず、実績のない

二社が応募してきたということでございました。 

○部会長  形式要件ではねられたということですかね。 

 ちょっと私のほうからいいですか。 

 この審査基準というのが重要になってくるし、委員同士でいろいろ意見が出てくるのは、

ふたを開けた結果が自分の想定していたところとちょっとずれが出ているんですけれども、

そういうことがあるんですけれども。 

これ、審査基準はもう大きくは変わらないということなんでしょうかね。特にウエート

の置き方ですけれども。先ほど、例えば１０点を配点しているところがありますけれども。

意見は述べられるんでしょうけれど。 

○スポーツ振興課長  ご意見をいただきまして、委員さんの総意としてご承認をいただ

ければ、この選定基準のほうは、変更可能でございます。 

○部会長  そうですか。 

○スポーツ振興課長  選定評価委員会の意見ということで、そちらのほうを採用させて

いただきます。 

○部会長  まあ後々、これでいくと議論になりますので。ここの項目にはウエートを置

いたほうがいいとか、要らないんじゃないかとか、そういうご意見が、意見としては出せ

るみたいですから、どうぞ、委員の方からおっしゃっていただけるとありがたいんですけ

れども。 

 すみません。ちょっと別の話なんですが、ネーミングライツの導入、評価項目があるん

ですけど、既に「アクアリンクちば」と愛称がついているようですけれども、これは変更

する予定ってあるですか。具体的に、そのネーミングライツの、そういう入札を予定して

いるというのはあるんですか。 

○スポーツ振興課長  現在、具体的なスケジュール等計画はございません。しかしなが

ら、ネーミングライツは歳入に大きく寄与するというところでは、その可能性については
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検討させていただいています。 

○部会長  逆に、指定管理者から積極的にいい案があれば、市としては、まあ考えてみ

る、そんなスタンスですかね。 

○スポーツ振興課長  指定管理者のほうからそういう提案があれば、こちらのほうで検

討いたしますし、我々としても導入の可能性については調査していきたいというふうに思

っています。 

○委員  ６－５の（５）ですね。スポーツ団体との提携。今、アイススケートはかなり

メジャーなスポーツになっているんで、オリンピック選手なんかと一緒に滑ろうとか、そ

んなタイトルで何かやれば、かなり注目を浴びると思うんですね。 

○部会長  ここにもっとウエートを置くべきという、そういうご意見でしょうか。 

○委員  そうですね。 

○部会長  私のほうから質問なんですけれども、先ほど、６－５の７ページぐらいのと

ころのご説明で、形式に当てはめて市のほうで評価して、委員のほうにご提案いただくと

いう、そういうところがあるというふうにおっしゃったんですけれども、そういうもの、

あるいはどこの業者でもそんなに変わらないものというのも、多分あると思うんですね。

それを、あえて基準として設ける必要があるのかについて、ご検討はされたんでしょうか。 

ほかの部会であるとか、そういうところで、多分そういう意見が出ていると思うんです

けれども、今回、この基準を策定するに当たって、何かそういうあまり意味のないような

基準について、取捨選択をある程度したかどうかをお聞きしたいということですが。 

○スポーツ振興課長  基準のほうでいきますと、６の（１）、（２）、（３）、（４）のとこ

ろだと思います。市内産業の振興、市内業者の育成、市内雇用への配慮、障害者雇用の確

保、こちらにつきましては、市のほうで指定管理者を選定するに当たって、必須の項目と

同じで、全庁的な中で指導というんですかね、基準として定められておりまして、これは

ちょっと外せないというものでありまして、これは機械的に入っているというようなこと

でご理解をいただきたいと思います。 

○部会長  点数のつけ方に、ある程度拘束力がありますよね。例えば６－５の７ページ

でつけ方があって、５点満点か３点か１点か０点かという。奇数ですけれども。１０点の

ところは倍ですから偶数ですけれども。その辺は柔軟にはできないんですか。これは１０

点ですが、何か微妙に中間の配点をしたいと思うことも、実際にはないわけじゃないと思

うんですけど。 

○スポーツ振興課長  行革部門が市にございまして、指定管理者選定につきましては、

行革部門の指導のもと、我々もやっていることでありまして、先ほど、優・良・可・不可

ということで、１．０点、０．６点、０．２点と掛けるとなっていますが、基本的にはそ

の行革の指導のもと行うこととなっていまして、なかなか変更は難しいかなとは思ってい

ますが、いま一度、確認はさせていただきたいと思います。 

○部会長  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○市民総務課長  今の補足なんですけれども、採点の方法というのが、市の指定管理者

制度事務処理マニュアルというマニュアルができておりまして、この４段階評価が決めら

れているということでございます。 

○部会長  別に異論を唱えているわけじゃないですけど。それは、別に何か条例とかで
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はないですよね。内部処理のマニュアルで。 

○市民総務課長  はい。 

○部会長  わかりました。 

 その間の点数をつけたいと思うことが、生じるんですけれども。個人的な意見かもしれ

ないですけれども。 

 ほかに何か。あるいは項目について、ご意見ありますでしょうか。 

 委員、何かありますか。 

 委員、ございますか。 

○委員  これだけちょっと。１回やらせてもらったんですけど、このとおりに出てきて

いれば、不可はないんじゃないかなと思いますけど。企業さんが何社来るかわかりません

けど。だから、そこで検討すれば、私はいいかなと思うんですね。 

○部会長  特に、市のつくった基準について、ご異論はないという。 

○委員  そうでございます。 

○委員  選定基準として、なるべく千葉市の業者を優先するということはありましたっ

け。 

○部会長  先ほどおっしゃられた、その他市長が定める基準というのは、６－５の１０

ページのところにあります。地域振興をかぶせてというか、市内産業の振興ということで。 

○委員  ちなみに、こちらのスケート場の事業者の本社はどちらにあるんですか。 

○スポーツ振興課長  東京でございます。 

○委員  東京ですか。 

○部会長  これは、あれですよね。業者が下請とかをする場合に、なるべく地元の業者

さんを使って、例えば掃除とか、そういうことですね。指定管理者そのものが、市内であ

るべきだとか、一応あるんですね。 

○委員  まあ、優先はするでしょうけど、それだけの能力のある、本社として千葉に存

在する会社がなかったということだというふうに思います。 

○部会長  もし、出てくれば、この基準に従って評価していただくということでしょう

か。 

○委員  ああいうアイススケート場の、ゴルフ場もそうだと思うんですけど、ある程度

専門職でないとできないですよね。言葉は悪いんですけど、ちょっと私も応募しますなん

て、そこで落っこちることもあるんですよね。応募しても。 

○スポーツ振興課長  やはり、特殊な施設で冷凍設備を持って、氷の管理をしていただ

くという形がございます。氷の管理自体、そうされているものではございませんので、一

般のスポーツ施設とは、かなり違う特殊な施設ということでございますので、なかなか市

内に、すごくたくさんいるというようなものではないということでございます。 

○委員  どこまでが対応可能なのかが、よくわからないんですが、１２ページの配点が、

全体図ですよね。それで、１９５点満点でばっと見ると、この４番がほとんど１０という

中で、モニタリングの考え方というところだけ５となっており、先ほどの話でいうと、市

民の声を聞いて、どうだったのというところが反映できていないということを考えていく

と、ちょっと何でここだけ５なのか、１０にはならないのかと思います。 

 それでどうこうというのが変わらないとは思うんですが、ちょっとバランス的にとか、

市民の声を大事にということ、利用者の声を考えてとなると、ある種、ちょっと違和感が
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あるなという気もしましたが。 

○部会長  ６－５の９ページで、一応その理由が書いてある。 

○委員  そうですね。 

○部会長  ここについても、もうちょっとウエートを置くべきだという、そういうご意

見ですね。 

○委員  そうですね。ウエートを置くというか、下げることもないかなということです。 

 全体が１９５とかで決まっているわけではないんですね。 

○部会長  ここは、今おっしゃったところは、アンケートとかが含まれているんですよ

ね。利用促進の方策というのは違う、例えば６－５の９ページの４（３）であるとか、あ

るいは料金に関しては４（２）とかでとっているという。 

○委員  そうですね。ただ、そのアンケートで出てきたものに対して、どういう対応を

するかとか、そういうことも含まれているわけですよね、ここに。 

○部会長  市民の声ということをフィードバックすべきだという。 

○委員  はい。 

○部会長  そういうご意見ですけれども。 

 ほかにありますでしょうか。 

 特によろしいですか。 

（なし） 

○部会長  こちらに関しましては、個別に、そういう面も、募集要項あるいは審査基準

等を見まして、今、出ました委員の皆様のほうのご意見に関して、議題１の次期指定管理

者選定に向けてのご意見も含めて、募集条件等に十分反映していただきたいということに

したいと思います。 

 はい。どうぞ。 

○生活文化スポーツ部長  今、ご意見いただいたモニタリングのところについて、この

場で委員さんのご意見で、一応ここをやるのかやらないのか、１０点に上げるのか上げな

いのかという、もうちょっとそこを決めていただけるとありがたいのですが。 

○委員  それは可能なんですか。 

○生活文化スポーツ部長  可能です。 

○部会長  じゃあすみません。委員、もうちょっと提案の理由を詳しく聞かせていただ

いて、それに対して委員からのご意見をいただいたほうがいいかなと。どうしてそこが重

要なのかということを説明していただければと思います。 

○委員  重要というより、軽視している形なので、そろえてもいいんじゃないかという

ことですが、２４年度と全体のときに、利用料金などで意見が上がって、それに対してど

うしているというところがなかったので、そこはちゃんとしてほしいということを出すと

いう意味でということです。 

○部会長  先ほどの意見を踏まえてということですね。 

○委員  はい。 

○部会長  それに関して、ご異論というのは多分ないと思いますけれども。この部会と

しては、意見ということで。決とった方がいいですか。 

○生活文化スポーツ部長  部会の意思決定があったという形になります。 

○部会長  一応確認しますけれども、今の委員のご意見に賛成の方、一応挙手いただけ
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ればと思います。お願いします。 

（賛成者挙手） 

○部会長  全会一致で、ここについては部会として、点数を１０点としていただきたい

と申し上げたいと思います。 

 修正した具体的な内容につきましては、私と事務局とで最終調整をさせていただくとい

うことで、一任いただければと思います。 

 では、最後に議題３の「その他」ですが、何か事務局のほうからありますでしょうか。 

○市民総務課長  それでは、資料７の今後の予定について、ご説明させていただきます。

資料７をご覧ください。 

 まず、千葉アイススケートの今後の次期指定管理予定候補者選定の流れについて、ご説

明させていただきます。資料の左側の流れになります。 

 本日、ご審議いただきました募集条件、審査基準等につきまして、ただいまご意見をい

ただきましたので、その委員の皆様からのご意見を反映させるよう修正いたします。修正

後、募集要項等を５月２７日より公表し、次期指定管理予定候補者の募集を開始いたしま

す。その応募者について、７月に予定しております第２回スポーツ部会にて、委員の皆様

に審査、選定していただきます。 

選定していただいた結果につきましては、部会長さんより選定評価委員会の稲垣会長へ

ご報告いただき、その後、会長さんから市長あてに答申していただきます。その答申をも

とに、指定管理予定候補者を決定し、仮協定を締結した後、９月に開催予定の第３回千葉

市議会定例会に指定管理者の指定に係る議案を提出いたします。議決をいただきましたら、

基本協定を締結し、平成２６年４月から新指定管理者での管理を開始することとなります。 

 次に、右側の流れになりますが、本日の千葉アイススケート場の総合評価及び、８月に

予定しております第３回の部会での千葉アイススケート場以外のスポーツ施設の年度評価

等につきましては、それぞれの部会にて委員の皆様からいただきましたご意見を、横山部

会長さんから選定評価委員会の会長さんにご報告をいただき、その後、会長さんから市長

あてに委員会の意見として答申をいただくというような形になります。 

 この委員会の答申を受けまして、施設所管課が委員会のご意見を指定管理者評価シート

等に記載し、９月上旬までに市ホームページに掲載し公表するとともに、指定管理者へ通

知いたします。 

 また、部会の会議録及び委員会会長からの答申につきましても、同様に市ホームページ

にて公表することとなります。 

 なお、会議録につきましては、後日委員の皆様にご確認をお願いいたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

 また、ただいまご説明しましたとおり、本年度はスポーツ部会の開催をもう２回予定し

ております。皆様にはお忙しいところ何度もお集まりいただき、誠に恐縮ですが、よろし

くお願いいたします。 

 なお、第２回と第３回の部会の時間や会場などの詳細につきましては、後日改めて事務

局からご連絡させていただきます。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明につきまして、何かご質問等ありますでしょうか。 
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（なし） 

○部会長  それでは私から。日程の詳細は追ってということですけれども、第３回のス

ポーツ部会は、一日がかりということでよろしいでしょうか。 

○市民総務課長  はい。午前中に施設見学をしていただきまして、午後から年度評価、

それから市民ゴルフ場につきましては、中間評価をしていただきます。 

○部会長  結局、第２回も、順番前後しますけれども、そちらは業者応募数によると思

うんですけれども、一、二事業者だったら午前中とか午後いっぱい。午後だけとか。 

○市民総務課長  そうですね、少なければ半日だけで済むかと思います。 

○部会長  わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは、皆様方のご協力によりまして、本日の議事は全て終了しました。

ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 それでは事務局にお返しします。お願いします。 

○司会  委員の皆様、慎重なご審議、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２５年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回スポー

ツ部会を閉会いたします。委員の皆様、本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 

 


